
75歳（一定の障害がある方は65歳）以上の方が加入します。�
平成20年4月以降に75歳になる方は、75歳になる誕生日の当日からとなります。�
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新しい保険証をお送りします。�
医療等を受ける場合はご提示ください。�

平成20年4月から�
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男�

保険料について�

・所得の低い方、被用者保険の被扶養者だった方には、保険料の軽減措置があります。�
・原則として平成20年4月の年金から保険料の天引きが始まります。�

均等割額37,800円＋所得＊×所得割率6.56％�

＊ここでいう所得とは、すべての収入から必要経費等をひいたもの（年金・給与収入の場合は計算式が�
　あります）から、退職所得を除き、基礎控除33万円をひいたもの�

保険料�

　　広域連合のホームページをご覧ください�東京いきいきネット� 検 索�

平成20年3月10日から（土曜・日曜・祝日を除く平日のみ午前9時～午後5時）�

＊ 具体的な保険料額などの個人情報等、一部お答えできない場合があります。�
＊ PHS、IP電話などの方はお住まいの区市町村または�
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